
No. 質疑事項

1

応募要項２業務概要に示されている提案金額の
上限の積算根拠となる金抜き設計書の開示もし
くは積算項目等を教えていただくことは可能で
しょうか。

2

企画提案書様式第７号及び第８号について、そ
れぞれ「提案の概要（提案内容)を１枚で簡潔に
まとめてください」とありますが、様式第７号
及び第８号とは別途任意様式で企画提案書の詳
細資料を作成し、あわせて提出するということ
でしょうか。またその場合枚数等の制限はあり
ますか。

3

共同企業体で参加する場合で構成企業が支店等
である場合、その構成企業単独での扱いでは市
に委任状が必要となるのですが、その場合構成
企業単独で委任状を作成し提出すればよろしい
でしょうか。

4

募集要項Ｐ６に企画提案書のテーマが示されて
います。提案書全般（様式第４～９号）にわた
りこの観点は意識するものの、主だっては様式
第７号にテーマに沿った提案内容を記載すると
いう理解でよろしいでしょうか。

5

様式第８号には、このテーマによらない提案事
項があれば記載するという理解でよろしいで
しょうか。

6

募集要項「５-３-２エ企画提案の概要（様式第
７号）」には企画提案の概要を１枚で簡潔に記
載してくださいとありますが、様式一覧の様式
第７号には、企画提案内容を１テーマ１枚でま
とめてくださいと記載があります。
企画提案書のテーマは２つですので、各１枚ず
つの合計２枚の企画提案書を作成するものと考
えてよろしいでしょうか。

7

新築工事に係る本設計の成果品（図面、設計書
など）の事前確認について、令和８年１１月３
０日および令和８年１２月２５日を期限として
図書の提出が求められておりますが、これらの
期限については、受注者の責に帰すべき事由に
よらない場合には適用されないとの理解でよろ
しいでしょうか。

質　問　回　答　書

業務名称　摂津峡公園キャンプ場実施設計および調査業務

Ｎｏ.２と同様です。

本市が調整や検討を行う期間や、関係者と
の協議に係る期間は考慮していただいたう
えで、受注者の責に帰すべき事由によらな
い場合には適用されないものと考えており
ます。

回　　答

別紙１のとおりです。

様式第７号は企画提案の概要を１つのテー
マにつき１枚作成していただき、２つの
テーマで合計２枚を提出してください。様
式第８号は自由提案の概要を１枚で作成し
提出してください。様式第８号の提出は任
意です。
企画提案書の説明資料については、任意様
式で枚数制限はありません。各様式とあわ
せて企画提案書に綴じて提出してくださ
い。

令和８年度高槻市入札参加資格者名簿に登
録する際に、本社から支店への委任状を本
市に提出されている場合は不要です。
なお、共同企業体として参加される場合
は、ヒアリングまでに共同企業体を構成す
る代表企業と構成企業による協定書等の提
出をお願いします。

貴見のとおりです。

様式第８号は募集要項Ｐ６に記載されてい
る２つのテーマに関わらず、本業務に関し
て自由に提案してください。



No. 質疑事項

質　問　回　答　書

業務名称　摂津峡公園キャンプ場実施設計および調査業務

回　　答

8

本事業の実施にあたり必要となる各種許認可の
一覧および、現時点で想定されている手続きス
ケジュールにつきまして、ご教示いただけます
でしょうか。

9

本事業を進めるにあたり、砂防法に関する協議
等を実施していた場合には、当該協議記録等に
関する資料を、可能な範囲でご提供いただけま
すでしょうか。また、当初に提出された砂防法
に基づく許可申請書類につきまして、資料の閲
覧をさせていただくことが可能か、ご教示くだ
さい。

計画通知の申請について、本市関係各課と
の協議やホテル審議会の手続きを令和９年
７月までに完了し、令和９年８月中に計画
通知の確認済証受領の予定です。
その他については、仕様書Ｐ１０「４－１
⑭関係者協議」及びＰ１１「４－５その他
（２）計画通知等に関わる手続き」に記載
の項目等を想定しております。

令和７年度に大阪府と砂防法に関する協議
を行っております。また、過去の摂津峡公
園内での工事において、砂防指定地内行為
許可申請書を提出しております。各書類に
ついては、本業務の受注者にお示ししま
す。


